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温室効果ガス排出量見える化支援事業 公募要綱 

 

2023 年 3 月、山梨県では「山梨県地球温暖化対策実行計画」を改定し、2050 年カーボンニュー

トラルを達成するため、2030 年度の温室効果ガス排出量削減目標を、基準年度（2013 年度）比で

50％削減する目標を設定している。 

県内の企業活動における温室効果ガス排出量は全体の 4 割を超えており、当該目標の達成のた

めには、県内企業の脱炭素化に向けた取組（以下「脱炭素経営」という。）の一層の推進が不可欠

である。 

このため県では、県内中小企業の脱炭素経営に向けた取組を面的に推進するための体制として、

県内金融機関や商工団体などの関係機関（以下｢支援機関｣という。）が連携して支援を行う「やま

なし GX 推進コンソーシアム」を令和 7 年 4 月 17 日（木）に設立したところである。 

本事業は、県内中企業に対して自社の温室効果ガス排出量（Scope1-2）を算定するためにツー

ル（Microsoft Office Excel）を提供し、脱炭素経営の第一歩を踏み出す支援を行うことを目的

とする。 

 

 

（趣旨） 

第 1 条 知事は、県内事業者の温室効果ガス排出量（Scope1-2）の算定等を促進することにより、

山梨県地球温暖化対策実行計画（令和 5 年 3 月改定）に基づく事業者の事業活動における脱炭

素化を集中的に進めるために実施することとし、その支援に関しては、この要綱に定めるとこ

ろによる。 

 

（定義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項に規定する者をい

う。  

（２）事業所 工場、事務所その他事業を行う場をいう。 

 

（支援対象者） 

第 3 条 本事業の対象者（以下「支援対象者」という。）は、山梨県内に所在する事業所において

事業を実施する法人及び個人事業主のうち、次の全てに該当する者とする。  

（１）山梨県の県税の滞納がないこと。  

（２）本事業への応募時点において、山梨県内に事業所を有し、実質的に 1 年以上事業を行って
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いること。  

（３）第 4 条の支援内容で示すツールを活用し、自社の温室効果ガス排出量（Scope1-2）の算定

を完了する意欲があり、その結果を山梨県に報告できること。 

（４）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。  

（５）風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）で規制され

る性風俗関連特殊営業でないこと。  

（６）法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 2 条第 5 号に定める公共法人でないこと。 

（７）その他、山梨県が支援対象者として不適切と判断しないこと。 

 

（支援内容） 

第 4 条 自社の温室効果ガス排出量（Scope1-2）を算出することを目的に、下記のツールを提供

するとともに排出量削減に向けた提案を行う。 

（１）温室効果ガス排出量算定シート（Microsoft Office Excel） 

（２）温室効果ガス排出量算定シート 入力マニュアル 

 

（支援企業数） 

第 5 条 本事業では 20 社を上限として支援対象者を募集する。 

 

（募集期間） 

第 6 条 本事業の募集期間は、令和 7 年 9 月 22 日から同年 11 月 30 日までとする。 

 

（本事業への応募） 

第 7 条 申込者が本事業への応募をしようとするときは、温室効果ガス排出量見える化支援事業

申請書（様式第 1 号）（以下「申請書」という。）を知事に提出しなければならない。 

2 申請書の提出状況において、支援対象者が前条の規定による上限に達した場合には、申請書の

受付を終了するものとする。 

 

（支援決定） 

第 8 条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査した結果、本事業の支援対象として

認めたときは、申請者に通知するものとする。 

2 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（算定等への協力） 

第 9 条 知事は、支援対象者に対し、温室効果ガスの排出量算定に関する資料の提供その他協力
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を求めることができる。 

2 本事業は、山梨県と山梨県から委託された有限責任監査法人トーマツ及びやまなし GX 推進コ

ンソーシアム構成員が支援を行うものとする。 

 

附則 

 この要綱は、令和 7年 9 月 22 日から施行する。 

 


